
特別徴収義務者が、新潟県及び長野県以外

のゆうちょ銀行・郵便局窓口で当市の市民税・

県民税・森林環境税 特別徴収税額を納入する

際、右の指定通知書の提出を求められる場合

があります。その際は、通知書に納入するゆう

ちょ銀行名又は郵便局名を記入し、第１回分を

納入するときにその郵便局へ提出してください。

お　　願　　い

３．取りまとめ局

２ ． 加 入 者 名 称

１ ． 口 座 番 号

　貴局を地方税法第３２１条の５第４項の規定に基づき、当市の市

民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の取扱局に指定しまし

たから通知します。

長野貯金事務センター

阿賀野市会計管理者
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